
 

令和７年３月１８日 

産 業 振 興 課 

 

1. 業務仕様書2.業務内容項目に「本事業は社会課題を解決することを目的 

に、起業新事業展開している企業、個人（スモール型ビジネスは除く）を 

対象とする」旨の記載がありますが、プログラム参加対象には立地、創業 

年数、分野などでの具体的な制限はありますか？ 

例） 

立地：本店・支店が福島県に存在すること、 

年数：創業15 年以内（事業承継の場合は支援対象者が経営権を取得予定な 

いし経営権を取得して15 年以内） 

分野：令和6 年度事業の募集WEB ページ表記ではDeep Tech 領域は明確に 

除外されていましたが今年度も同様でしょうか。 

⇒【回答】 

 ・令和６年度については、以下の内容で参加者を募集いたしました。 

  （立地）：本県を拠点に事業を開始している、もしくは今後本県を拠点に

事業成長を希望する企業の代表者（第二創業も可）、個人事業

主である。 

  （年数）：特段、設定無し。 

  （分野）：事業内容がDeepTech系ではないこと。 

 ・令和７年度についても、原則同様の内容での募集を想定しております。 

 

2. 業務仕様書2-（1）-イ項目に「専用ホームページの立ち上げ」との記載が 

ありますが令和6 年度事業WEB ページである 

「https://fukushimaaccelerator.com/」ドメインやWEB ページのデザイン・

html プログラムやスタイルシート等構造の一部もしくは全部を引継いでWEBペ

ージの運用を行うことは可能でしょうか。 

⇒【回答】 

 ・令和7年度プログラムとして、新規に専用ホームページを立ち上げる想定

です。 

 

3. 業務仕様書2-（1）-エにてプログラムのリアル開催を行うにあたって県と 

して推奨する施設はありますか。 

また、本事業に係る利用に限り利用料の優遇を受けられる施設はありますか。 

⇒【回答】 

 ・プログラムのリアル開催場所については、提案者のネットワーク等もご活

用いただきご提案いただけますと幸いです。なお、県有施設等で一部廉価

でご利用できる施設もございます。 

以上。 


